
城南衛生管理組合随意契約(特別指名)について、下記のとおり公表する。 

 

事 業 名 
収納管理システムへのコンビニ収

納導入業務委託 所管課 業務課 

 

種別及び概要 収納管理システムへのコンビニ収納導入に係る業務 

 

随意契約理由 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

 

契約の相手方 

      住  所   京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町 830  

京都エクセルヒューマンビル 

      名  称   （株）内田洋行 ITソリューションズ関西支店 

      代表者名   支店長 谷口 重太郎 

契約金額         2，965，600円 
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 269，600円） 

契約種別         業務委託契約 

履行期間   自     令和 4年 6月 6日 

       至     令和 5年 3月 31日 

事業場所（納入場所）   業務課 

契 約 日         令和 4年 6月 6日 

 


